
株式会社産業革新機構説明会のご案内

平成２１年１１月２０日
四国経済産業局

～社会的ニーズが大きく成長性が高い有望な取組に対する投資を通じた、
次世代の日本を担う産業の創出を目指して～

このたび、株式会社産業革新機構（以下、「機構」という。）について、企業や大学等の皆様にご理解
頂くために説明会を開催することとしましたのでご案内します。

機構は、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」（産活法）に基づいて平成21
年7月に発足しており、環境・エネルギーやライフサイエンスなど社会的ニーズに対応し企業や産業分
野等の枠を越えて、自らの経営資源以外の経営資源を活用し高い生産性が見込まれる取組、新たな
事業の開拓を目指す取組に対して事業規模を問わず、民間資金を組み合わせた投資（※）等により
支援を行います。

例えば、以下のような事業形態をはじめとして、我が国の次世代の国富を担う産業の創出に寄与す
る革新的な取組に対して、リスクマネーを供給するものです。
①先端基礎技術に係る特許等を集約し、希望する事業者に対するライセンス供与。
②ベンチャー企業等の有望な技術について、大企業等との連携による事業化。
③技術を核とした事業の再編・統合、外部への切り出し（カーブアウト）。

投資決定を判断する産業革新委員会には、我が国の各界を代表する方々を迎え、社員には技術・
経営・金融など様々な分野で経験を持つ有能な人材を登用し、日本の英知と情熱を結集させており、
今後、積極的な投資活動を行うこととしています。
ご関心のお持ちの方は、説明会に奮ってご参加頂ければ幸いです。

○日時：平成２１年１２月４日（金）１４：００～１６：００
○場所：高松サンポート合同庁舎６階 ６０７会議室
（高松市サンポート３－３３）

○定員：８０名
○参加料：無料
○講師：株式会社産業革新機構 担当者
○お申し込み方法
別添「参加申込書」にて、必要事項を記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
（締切：１２月１日（火）まで）

関心のお持ちの方は、説明会に奮って 参加頂ければ幸いです。

※機構は政府から820億円、民間企業19社から100億円の出資を受けているほか、金融機関から資
金調達を行う場合は最大8000億円の政府保証が付されることとなっており、これらを合わせると最大
で約9000億円の投資を行うことが可能です。

＜お問い合わせ先＞
四国経済産業局地域経済部新規事業室【担当：範国（のりくに）、池上（いけうえ）】
電話：０８７－８１１－８５２１（直通）
ＦＡＸ：０８７－８１１－８５５４

(株)産業革新機構ＨＰ http://www.incj.co.jp/参 考
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※支援対象に関して、事業規模、事業分野に制限は無い

産業革新委員会
（投資決定）
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株式会社産業革新機構説明会（１２月４日）参加申込書

四国経済産業局新規事業室宛
ＦＡＸ番号：０８７－８１１－８５５４

ＦＡＸ送信票

平成２１年 月 日

機関（企業）名

参加者名・役職

この用紙にてそのままＦＡＸください
申込み〆切：１２月１日（火）まで

電話番号

ＦＡＸ番号

【個人情報の取扱について】
この申込書に記載された個人情報は、本説明会の実施に関してのみ使用します。

高松サンポート合同庁舎への交通機関

ＪＲ高松駅から
徒歩 約１分

ことでん高松築港駅から
徒歩 約３分

高松自動車道
高松西インターチェンジから車 約２０分

会場案内


